
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

専門士
（医療専門課程）

① 60人 60人

人 看護師国家試験 ② 60人 59人
人

％
■卒業者に占める就職者の割合

％

（平成 30

3 名 3 ％

京都府医師会
看護専門学校

昭和52年11月30日 松井　道宣
〒607-8169
京都府京都市山科区椥辻西浦町１番13

（電話） 075-502-9500

（別紙様式４）

令和元年10月１日※１
（前回公表年月日：平成30年10月１日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

一般社団法人
京都府医師会

昭和22年11月1日 会長　松井　道宣
〒604-8585
京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町６

（電話）

医療 看護専門課程 看護学科２年課程
平成14年文部科学省

告示第19号
―

学科の目的 看護師として必要な知識と技術を習得させるとともに、社会に貢献し得る有能な人材を養成する。

075-354-6101
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成6年12月15日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

― ―
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間 2,190時間 1,470時間 ― 720時間

学期制度
■前期：４月１日～９月30日
■後期：10月１日～３月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
・認定試験の成績で100点満点のすべて60点以上
・所定時間数の２／３以上の出席

80人 61人 ０人 ７人 61人 68人

長期休み

■学年始：４月上旬
■夏　 季：７月下旬～８月下旬
■冬　 季：12月下旬～１月上旬
■学年末：３月下旬～４月上旬

卒業・進級
条件

・科目の単位をすべて修得
・出席すべき日数の２／３以上出席

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類

■個別相談・指導等の対応 （例）学生自治組織・ボランティア・学園祭等の実行委員会等
バレーボール、新入生歓迎会、学校際　等都度担任が対応し、状況によりスクールカウンセラー等による

対応を実施

■サークル活動： 無
■国家資格・検定/その他・民間検定等

病院、介護施設、医療・介護業界 （平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③の
いずれかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得する
もの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄

： 96.7
■その他

年度卒業者に関する

■就職者数
：

58 人

■就職率　　　　　　　　　： 100

就職等の
状況※２

■就職指導内容
就職ガイダンス・個別相談

■卒業者数 60
■就職希望者数 58

■主な就職先、業界等（平成３０年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

令和1年5月1日 時点の情報）

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映し
た内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意し、
それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留年」
「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をいい
ます。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職者
とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進学
状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と同
時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的な学
修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

■中退防止・中退者支援のための取組

心理カウンセラー、担任制による個別面談

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　無
※有の場合、制度内容を記入

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象　16名（平成30年度給付実績者数）
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率
平成30年4月1日時点において、在学者99名（平成30年4月1日入学者を含む）
平成31年3月31日時点において、在学者96名（平成31年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

一身上の都合
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種別
①
①
①
①③
②
②
②
②
③
③
③
③
③
③
③

（年間の開催数及び開催時期）

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（６月、３月）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

　医療の進歩に伴いその変化に対応できるよう、実習施設を中心とした企業と定期的な会議をもち、意見交換を行い連携
を密にはかるとともに、実習時における学生の評価を的確に行えるようする。また、社会の要請・地域住民のニーズに対
応できる看護専門職業人として必要な知識・技術・態度が提供できるよう教育内容・方法の改善を行う。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

・「学則」第24条（会議の種類）で「学校運営会議」が設置され、又第25条（重要事項）に学校運営の重要事項は、「学校運
営会議」で決議することが明記されている。
・これに基づき「学校運営会議」が設置され、「学校運営会議規程」が制定されている。その第４条（審議事項）の中に②教
育課程の編成に関する事項が明記されている。
・又、第２条により「構成及び任期が決められ、校長以下校内教職員、又講師（若干名）で審議し、その審議内容は、第５条
により議事録を作成して保管することとしている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和元年７月31日現在

名　前 所　　　属 任期
松井　道宣 京都府医師会看護専門学校　校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

小野　晋司

西村　秀夫 西村耳鼻咽喉科医院　院長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

東　義人 医仁会武田総合病院尿路結石治療センター　センター長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

京都府医師会看護専門学校　副校長

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

１．病院や施設において、看護を実践するために必要な基本的看護技術を習得する。
２．対象に合わせた看護課程の展開を行うとともに、看護実践を通して医療チームの一員として看護師の役割を学ぶ。

（開催日時（実績））
平成30年度第１回　平成30年６月13日　14：00～15：00
平成30年度第２回　平成31年３月13日　14：00～15：15
令和元年度第１回　令和元年６月11日　15：00～16：15

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。
・授業内容が効果的に提供できるよう、学習環境の整備、学習教材の購入
・国家試験対策の検討
・実習施設を確保し、実習環境を整える。
・図書室利用の整備（図書管理システムの利用と開室時間の延長）

令和元年６月～令和３年６月（２年）

神田　益太郎 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

松田　義和 京都府医師会　理事 令和元年６月～令和３年６月（２年）

山村　康夫 京都府医師会看護専門学校　教育顧問 令和元年６月～令和３年６月（２年）

奥山　幸子 京都府医師会看護専門学校　副校長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

井上　雅史 井上医院　院長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

片岡　正人 片岡医院　院長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

加悦　浩美 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

岡田　弘美 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

秋山　寛子 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

渕見　美佐江 京都府医師会看護専門学校　教務主任 令和元年６月～令和３年６月（２年）

中川　昌男 京都府医師会看護専門学校　事務長 令和元年６月～令和３年６月（２年）

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

　学校で学んだ理論・方法を統合し、現場の医療機関や企業と連携を図りながら実際の看護場面で応用展開することによ
り、看護の基礎的能力を習得するとともに心豊かな看護師を育成する。



（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

１．老年期にある対象を統合的に生活者として捉える事が
できる
２．老年期にある対象の健康の課題を明確にし、対象とそ
の家族に応じた　看護が展開できる
３．老年期にある対象の健康の段階に応じた基本的看護
技術が実践できる．
４．人生のライフサイクルの最終ステージにある対象の人
格や価値観を尊重する態度を養う
５．保健・医療・福祉の連携と看護の役割を知り、継続看護
の必要性を理解できる

社会医療法人西陣健康会堀川病
院
京都逓信病院
医療法人社団恵仁会なぎ辻病院
冨田病院

小児看護学実習

１．小児の成長発達段階および家族の状況を理解する
２．小児の健康障害の特徴を理解し、成長発達段階と健康
状態に応じた看護を理解する
３．小児看護に特有な基本的技術を実践する
４．子どもの安全を守るために必要な看護を実践する
５．小児看護における保健・医療・福祉・教育の連携につい
て理解する
６．子どもを一人の人間として尊重することができる

社会福祉法人大宅こども園
社会福祉法人朱い実保育園
社会福祉法人西野山保育園
安朱保育園
京都府立医科大学附属病院
京都市立病院
医療法人社団石鎚会田辺中央病
院
京都中部総合医療センター
京あんしんこども館

母性看護学実習

１．妊婦・産婦・褥婦の生理的な経過と必要な看護が理解
できる
２．新生児の生理的特徴が理解でき、胎外生活に適応す
るための援助ができる
３．生命誕生の場面をとおして生命の尊さを考える
４．地域に暮らす母子とその家族に必要な健康支援を理解
することができる

医療法人社団石鎚会田辺中央病
院
第二足立病院
吉川助産院
京都府助産師会
京都踏水会

基礎看護学実習

１．対象との関わりを通して看護における相互作用につい
て理解ができる
２．看護過程の一連のプロセスに沿って対象に必要な看護
が実践できる
３．医療チ－ムの一員としての認識をもつことができる

京都市立病院
医療法人社団石鎚会田辺中央病
院
医療法人社団石鎚会田辺記念病
院
医療法人社団恵仁会なぎ辻病院
社会医療法人西陣健康会堀川病
院
京都逓信病院
冨田病院

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

成人看護学実習

１．成人期にある看護の対象を身体的・心理的・社会的側
面から統合的に理解する
２．成人期にある対象の健康の課題を明確にし、対象とそ
の家族に応じた看護が展開できる
３．成人期にある対象の健康レベルに応じた基本的看護
技術が実践できる
４.成人期にある対象のセルフケア能力を高めるための看
護援助を実践できる
５.保健・医療・福祉の連携と看護の役割を知り、継続看護
の必要性を理解できる

京都府立医科大学附属病院
京都市立病院
医療法人社団石鎚会田辺中央病
院
京都第二赤十字病院

老年看護学実習

精神看護学実習

１．精神の健康障害や治療について理解できる
２．精神状態が生活におよぼす影響を理解し、自立支援を
ふまえた日常生活援助ができる
３．対象との関わりのなかで自己の言動を振り返り、自己
の表現ができる
４．保健・医療・福祉の連携の必要性と、看護師の役割に
ついて理解できる

医療法人栄仁会宇治おうばく病院
医療法人（財団）桜花会醍醐病院



※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

教員の資質の向上および専門分野の研修・学生への指導力向上のために、研修計画を策定し積極的に研修を受ける機
会を設けるとともに、情報の共有の機会を設け報告会を行う。

②指導力の修得・向上のための研修等

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

研修名「第１回研修会」（連携企業等：　あり　）
期間：平成30年６月２日（土）　　　　　　対象：実習指導者・教員
内容：「ナイチンゲール、ドラッガー、クリステンセンに学ぶ看護イノベーション
　　　　　あなたも組織も元気になる　今日からできるアイデア満載！」
　　　　　講師：テルモ株式会社　取締役顧問　松村　啓史　先生

研修名「第２回研修会」（連携企業：　あり　）
期間：平成30年９月１日（土）　　　　　　対象：実習指導者・教員
内容：「臨床との連携をとりながら、効果的な学生指導を目指して
　　　　～発達障害等の理解と具体的な支援・指導のあり方～」
　　　　講師：文部科学省　学校経営スーパーバイザー　後野　文雄　先生

研修名「実習指導教員研修」（連携企業：　なし　）
期間：平成30年８月６日（月）　　　　対象：教員
内容：「日常感じている困難な事例を抽出しグループディスカッション」

 
研修名「学校関係者研修懇談会」（連携企業：　あり　）
期間：平成30年11月22日（木）　　　　対象：実習指導者・講師・教員
内容：「ラクナンメソッド～指導と実践から見えたもの」
　　　　講師：洛南高等学校陸上競技部監督　柴田　博之　先生

研修名「研究発表」（連携企業：　なし　）
期間：平成31年３月25日（月）　　　　　対象：教員
内容：「各研究テーマに沿って８演題の成果発表又は中間報告」

研修名「令和元年度　研修会」（連携企業等：　あり　）
期間：令和元年７月６日（土）　　　　　　対象：実習指導者・教員
内容：「学生のみかたと教え方　―ともに育つ指導のコツ」
　　　　京都大学医学部附属病院　総合臨床教育・研修センター
　　　　　　助教　　内藤　佐和子　先生

研修名「教員研修」（連携企業：　なし　）
期間：令和元年８月６日（火）　　　　対象：教員
内容：「日常感じている問題を抽出しグループディスカッション」

研修名「新人教員研修」（連携企業：　なし　）
期間：平成30年４月３日（火）～６月16日（土）５日間　　　対象：教員
内容：「看護学校における看護教員の役割と心得等」

研修名「公開授業」（連携企業：　なし　）
期間：平成30年４月～平成30年３月　　　　対象：教員
内容：「実施した授業を振り返り、自己の改善点を見出す」

研修名「大阪府専任教員養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：平成30年４月～12月　　　　　　　対象：教員
内容：「看護教育に必要な知識・技術・態度を習得し、看護教員として創造的に活動し得る能力を啓発する」

研修名「研究授業」（連携企業：　なし　）
期間：平成30年４月～平成31年３月　　　　対象：教員（入職２年目）
内容：「学習指導計画に基づいた授業指導案を作成し、効果的な授業に取り組む」

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等



（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「シンポジウム」（連携企業：　なし　）
期間：平成30年12月25日（月）　　　対象：教員
内容：「各課程における国家試験対策と国家試験結果の現状」
　　　「国家試験対策、こんなことで困っています」

（１１）国際交流 ―
※（１０）及び（１１）については任意記載。

（８）財務 経営管理
（９）法令等の遵守 法令等の遵守

学生の受け入れ募集

（２）学校運営 学校運営
（３）教育活動 教育推進活動
（４）学修成果 学修成果

（１）学校関係者評価の基本方針

実践的な職業教育等を目的とした自らの教育活動およびその他の学校運営についての自己評価の結果について、その
達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価し、学校として組織的・継続的な改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 教育理念・目標

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

研修名「京都府専任教員養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：平成3１年４月～令和元年12月　　　　　　　対象：教員
内容：「看護職員の養成に携わる者に対し、必要な知識・技術を習得させ、もって看護教育の内容の充実向上を図ることを
目的とする」

研修名「日本看護学校協議会　教務主任養成講習会」（連携企業：　あり　）
期間：令和元年４月～令和3年3月　　　　　　　対象：教員
内容：「看護教育における教育課程・教育方法の開発能力を養うとともに、看護教員に対する指導的な役割を果たす能力
を磨き、看護学校運営を推進する能力を啓発する」

 研修名「学校関係者研修懇談会」（連携企業：　あり　）
期間：令和元年11月14日（木）　　　　対象：実習指導者・講師・教員
内容：「最近の若者気質とは？」
講師：佛教大学　副学長　教育学部教授　原　清治　先生

研修名「研究発表」（連携企業：　なし　）
期間：令和２年３月24日（火）　　　　　対象：教員
内容：「各研究テーマに沿って８演題の成果発表又は中間報告」

研修名「研究授業」（連携企業：　なし　）
期間：平成31年４月～令和２年３月　　　　対象：教員（入職２年目）
内容：「学習指導計画に基づいた授業指導案を作成し、効果的な授業に取り組む」

研修名「シンポジウム」（連携企業：　なし　）
期間：令和元年12月23日（月）　　　対象：教員
内容：「未来を語ろう（カリキュラム改正に向けて）」

（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献・地域貢献

（５）学生支援 学生支援
（６）教育環境 教育環境
（７）学生の受入れ募集



種別
地域住民

企業
保護者
卒業生

看護師として必要な知識と技術を習得させるとともに、社会に貢献し得る有能な人材を養成することを目指しており、すべ
ての人々に対して、透明性、公平性、継続性を基本にタイムリーな情報提供に努める。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等
（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
　公表方法：ホームページ
URL:https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/
公表時期：令和元年11月１日

（３）学校関係者評価結果の活用状況
・学校関係者評価委員会での協議内容を、学校ありかた検討会（１回／月開催）にフィードバックし、課程ごとに具体的な
解決方法を検討し、改善に取り組んでいる。
・教員にアンケートをとり、具体的な方略について検討会を開催。
・教員の業務が複雑化しているため、教務事務を３名配置し、教員の事務作業負担軽減により、学生指導に時間をかける
ようにしている
・実習施設が多岐にわたっているため、臨地実習指導教員の数が不足しており、実習指導経験のある非常勤教員の雇用
を促していく。
・国家試験対策については、国家試験対策教員を配置し、取り組んでいく。
・退学率低減に向けて、教員の面談のみでなく、心理カウンセラーによる個別指導・教育顧問による個別面談により、継続
して学生をフォローし担任との連携を図る。
・卒業生が就職してすぐにドロップアウトしないように、1年次より事前のインターンシップ参加への呼びかけをしていく（担
任または教務主任）。
・学生の感性を高められるように、次年度の講義内容・方法の検討をしていく。
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

　　　令和元年７月31日現在

名　前 所　　　属 任期

坪井　由加里 医療法人医仁会武田総合病院　師長 令和元年７月～令和３年７月（２年）

服部　正

（１１）その他 ―
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法
情報提供方法：ホームページ
URL:　　https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/

（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援
（８）学校の財務 学校の財務
（９）学校評価 学校評価
（１０）国際連携の状況 ―

（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育・実践的職業教育
（５）様々な教育活動・教育環境 様々な教育活動・教育環境
（６）学生の生活支援 学生の生活支援

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、目標及び計画
（２）各学科等の教育 各学科等の教育
（３）教職員 教職員

京都府医師会看護専門学校　保護者 令和元年７月～令和３年７月（２年）

久米川　達弥 令和元年７月～令和３年７月（２年）

矢田　貴子 社会医療法人西陣健康会　堀川病院　看護部長 令和元年７月～令和３年７月（２年）

https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
https://www.kyoikan.kyoto.med.or.jp/公表時期：令和元年11月１日
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○ 哲学と倫理学
哲学の抽象的な概念を学び、人間の存在、
価値観、ものの見方を理解し、生命の尊厳
および人間を尊重する態度を養う

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○ 情報科学
１．情報処理の基礎理論を学ぶ
２．看護研究に生かす統計方法の基礎知識
を学ぶ

１
年
次
前
期

45 2 ○ △ ○ ○

○ 論理学

１．基本的な文章表現ができる
２．現象を多面的に捉えることができる
３．批判的思考の発想方法を知ることがで
きる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 人間関係論

人間関係の法則や心理的特徴についての基
本的理解を通して、対人関係を円滑に保つ
必要性と方法について学ぶ
１．自己を知ることをとおし、他者理解が
できる
２．対人関係の本質を理解し、自己の人間
関係について考えることができる
３．自己表現の方法を身につけることがで
きる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 英語

英語によるコミュニケーションの基礎能力
を身につけると共に看護活動に役立つ英語
を学ぶ
１．基礎英語について学ぶ
２．日常英会話について学び、コミュニ
ケーション能力を高める
３．医学・看護用語について学ぶ

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○
社会学(含家
族関係論）

社会的存在としての人間を理解し幅広いも
のの見方ができる能力を養うと共に家族に
ついて学ぶ
１．日本の家族の特長について説明するこ
とができる
２．家族をめぐる現状や具体的な問題につ
いて意見を述べることができる
３．今後の家族のあり方について意見を述
べることができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 教育学
人間形成における教育の機能を理解し、文
化・社会生活における影響と共に生涯学習
の必要性について学ぶ

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

授業科目等の概要

（看護専門課程看護学科２年課程）平成31年度
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
携



○ 保健体育

スポーツ・レクレーションを通して健康生
活を支える運動について考え、自己の体力
の向上と集団生活の基礎を学ぶ
１．自然に親しみ豊かな心と感性を育てる
と共に創造力を高めることができる
２．主体性・協調性を養い，リーダーシッ
プ・メンバーシップのあり方を身につける
ことが出来る
３．スポーツを通じて行動力・活動力を養
う

１
年
次
前
期

45 1 ○ ○ △ ○

○ 解剖生理学Ⅰ

人体の各器官の系統的を知りその働きにつ
いて学ぶ
１．日常生活の視点から、人体がどのよう
な構造をもち、機能しているかについて説
明することができる
２．疾病によって人体が受ける構造と機能
の変化を学ぶ土台となる正常な人体につい
て説明することができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○ 解剖生理学Ⅱ

生命現象の基本および人体の恒常性につい
て学ぶ
１．呼吸・循環・体温調節の機能について
説明することができる
２．栄養・代謝の機能について説明するこ
とができる
３．腎・泌尿器系、内分泌系の機能につい
て説明することができる
４．生殖系、神経系、感覚系の機能につい
て説明することができる
５．生体の防御機構について説明すること
ができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○ 生化学

正常な代謝と人体の機能について学び、
個々に応じた看護を提供するための基礎的
知識を学ぶ
１．日常生活の視点から、人体がどのよう
な物質から構成され、どのように機能して
いるかについて説明することができる
２．疾病によって人体が受ける機能の変化
を学ぶ土台となる、正常な代謝について説
明することができる

１
年
次
前
期

15 1 ○ ○ ○

○ 病理学総論

病気の成り立ちとその原因･発生･病理の特
徴および形態･機能の病変の機序について学
ぶ
１．疾病の原因や発生について説明するこ
とができる
２．病理の特徴及び形態・機能の病変の機
序について説明することができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○ 疾病と治療Ⅰ

呼吸器系・循環器系・血液・リンパ系に疾
患をもつ患者の身体的アセスメントができ
る基礎的知識を学ぶ
１．呼吸器系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる
２．循環器系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる
３．血液・リンパ系に疾患をもつ患者の身
体的アセスメントができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○



○ 疾病と治療Ⅱ

代謝･内分泌系・消化器系・腎・尿路系に疾
患をもつ患者の身体的アセスメントができ
る基礎的知識を学ぶ
１．代謝･内分泌系に疾患をもつ患者の身体
的アセスメントができる
２．消化器系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる
３．腎･泌尿器系に疾患をもつ患者の身体的
アセスメントができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○ 疾病と治療Ⅲ

脳神経系・運動器系・感覚器系に疾患をも
つ患者の身体的アセスメントができる基礎
的知識を学ぶ
１．脳神経系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる
２．運動器系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる
３．感覚器系に疾患をもつ患者の身体的ア
セスメントができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○ 治療学Ⅰ
１．薬理作用及び薬物管理等，薬物の基礎
的知識を学ぶ
２．放射線の原理と治療方法について学ぶ

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○ 治療学Ⅱ

１．リハビリテーションの概念とリハビリ
テーション技術を学ぶ
２．臨床検査の意義と看護者の役割につい
て学ぶ

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 臨床心理学

疾病によるこころの変化を踏まえ心理的援
助方法を学ぶ
１．臨床心理学の具体的な定義、概念につ
いて説明できる
２．心的機制について説明できる
３．心理検査について基礎的な理論につい
て説明できる
４．心理療法について基礎的な理論と実際
について説明できる

１
年
次
後
期

15 1 ○ △ ○ ○

○ 保健医療論

保健・医療のかかえている問題の背景を学
習し、医療従事者として社会に貢献する方
向性を学ぶ
１．保健・医療のかかえている問題の背景
を説明できる
２．地域での保健予防対策の基礎的知識に
ついて説明できる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 関係法規

保健師助産師看護師法を中心に関係法規の
概要を学ぶ
１．看護者として、国民の健康を守り、与
えられた職責を正しく遂行するための看護
関係法令について説明することができる
２．各法令についての内容、看護との関
係、メディアからの情報も関連づけて考え
ることができる

１
年
次
後
期

15 1 ○ ○ ○



○ 社会福祉Ⅰ

社会福祉の発達と理論、社会福祉制度につ
いて学習し、国民のニーズや資源の活用方
法を学ぶ
１．社会保障制度の全体像を把握し、医
療・看護領域の連携の重要性について理解
を深める
２．看護の対象となる障害者や高齢者を支
える制度を把握し、支援にかかわる制度に
ついて説明できる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○ 社会福祉Ⅱ

今日的な障害児・者問題について理解し、
障害を持って生きる意味とその支援策を学
ぶ
１．障害とその行動特性を正しく理解する
２．社会保障制度について説明することが
できる
３．社会的文脈の中で障害、障害児・者お
よび家族の支援について考えることができ
る

１
年
次
後
期

15 1 ○ ○ ○

○ 看護学概論

看護の基本的な概念と理論を学び、看護の
対象となる人間を健康やライフサイクルの
視点から多面的に理解し、看護の独自性と
専門性に関する基礎を築く
１．看護とはなにか、看護の独自と専門性
について説明することができる
２．看護の対象である人間について多面的
に理解し、説明することができる
３．看護理論にもとづいて看護の機能と役
割について説明することができる
４．事例を通して、看護倫理の原則につい
て基本的な考えを述べることができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○
基礎看護学技
術論Ⅰ

看護を実践するための基盤となるコミュニ
ケ－ション・フィジカルアセスメントの技
術を習得する
１．対象者の尊厳と権利を擁護する方法に
ついて述べることができる
２．看護における相互作用を理解し、効果
的なコミュニケ－ションを成立させる技術
について説明することができる
３．演習を通して、基本的なフィジカルイ
グザミネ－ション技術を習得する
４．フィジカルイグザミネ－ションで収集
した情報と知識を活用してアセスメントで
きる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○
基礎看護学技
術論Ⅱ

１．看護過程が組織的・系統的な看護を提
供するための問題解決技術であることを理
解する
２．看護過程の展開技術を習得する

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○



○
基礎看護学技
術論Ⅲ

１．基礎看護技術の到達度を理解し、自己
の課題を明確にすることができる
２．人間の環境の相互作用を理解し、個々
に応じた生活環境を整える技術を習得
する
３．活動・休息・睡眠の意義について理解
し、活動に障害をもつ対象への援助を習得
する
４．生命を維持し健康を保持するための
食・排泄機能を理解し、障害に応じた援助
技術を習得する
５．健康的で快適な生活を送るための清潔
行動・衣生活の意義を理解し、健康障害の
ある対象に応じた援助を習得する

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○
基礎看護学技
術論Ⅳ

看護における健康教育の重要性を理解し、
対象や場に応じた指導方法が理解できる
１．看護における健康教育の重要性につい
て説明できる
２．指導技術の基本について説明できる
３．指導の進め方について説明できる
４．作成したパンフレットを用いて、個別
指導ができる

１
年
次
後
期

15 1 ○ △ ○ ○

○
基礎看護学技
術論Ⅴ

診療の補助における看護の役割について理
解し、適切な援助方法を習得する
健康レベルに応じた医療・看護の対象を理
解し、適切な援助方法を理解する
１．薬剤の効果と取り扱いについて理解
し、適切な援助方法を説明することができ
る
２．治療・処置の意義を理解し、適切な援
助方法について説明することができる
３．健康レベルに応じた患者の特徴と看護
の役割について説明することができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ ○ ○

○
基礎看護学実
習

１．対象とのかかわりをとおして看護にお
ける相互作用について理解できる
２．看護過程の一連のプロセスに沿って対
象に必要な看護が実践できる
３．医療チ－ムの一員としての認識をもつ
ことができる

１
年
次
後
期

90 2 ○ ○ ○ ○

○
成人看護学概
論

成人期にある対象の特徴および健康に影響
する因子を理解し、健康を維持・増進する
ための看護を学ぶ
１．成人の特徴、成人の生活と健康問題に
ついて説明することができる
２．成人の特性や能力に応じた基本的なア
プローチについて説明することができる
３．成人の健康レベルに応じた看護につい
て説明することができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○



○
成人看護学方
法論Ⅰ

成人の疾病経過に対応した看護を行うため
に必要な基礎的知識を理解する
１．循環機能に障害をもつ患者への看護を
理解する
２．生体防御機能に障害を持つ患者への看
護を理解する
３．自己免疫機能に障害を持つ患者への看
護を理解する
４．性機能障害を持つ患者への看護を理解
する

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○
成人看護学方
法論Ⅱ

成人の疾病経過に対応した看護を行うため
に必要な基礎的知識を理解する
１．内部環境調節障害を持つ患者の看護に
ついて理解する
２．栄養摂取・代謝障害を持つ患者の看護
について理解する
３．代表的な急性期の事例を用い、成人期
の特徴をふまえた看護過程の展開について
理解できる

１
年
次
後
期

30 1 △ ○ ○ ○

○
成人看護学実
習

１．成人期にある看護の対象を身体的・心
理的・社会的側面から統合的に理解する
２．成人期にある対象の健康の課題を明確
にし、対象とその家族に応じた看護が展開
できる
３．成人期にある対象の健康レベルに応じ
た基本的看護技術が実践できる
４.成人期にある対象のセルフケア能力を高
めるための看護援助を実践できる
５.保健・医療・福祉の連携と看護の役割を
知り、継続看護の必要性を理解できる

２
年
次

90 2 ○ ○ ○ ○

○
老年看護学概
論

１．老年期の特徴について理解できる
２．加齢に伴う変化について理解できる
３．加齢化に伴う社会的・文化的影響につ
いて理解できる
４．高齢社会における保健医療福祉制度に
ついて理解できる
５．老年看護援助の基本技術について理解
できる
６．高齢者の日常生活動作能力のアセスメ
ントとADLを高めるためのケアについて理解
できる

１
年
次
前
期

30 1 ○ △ ○ ○

○
老年看護学方
法論Ⅰ

１．障害・疾病を持つ高齢者への看護につ
いて理解できる
２．事例を用いて看護過程の展開について
理解できる
３．障害・疾病を持つ高齢者の日常生活へ
の影響を知り、アセスメントについて理解
する
４．障害・疾病を持つ高齢者の生活を支え
る看護について理解する
５．治療を受ける高齢者の看護について理
解できる

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ ○ ○ ○



○
老年看護学方
法論Ⅱ

１．障害・疾病を持つ高齢者への看護につ
いて理解できる
２．事例を用いて看護過程の展開について
理解できる

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ ○ ○ ○

○
老年看護学実
習

１．老年期にある対象を統合的に生活者と
してとらえることができる
２．老年期にある対象の健康の課題を明確
にし、対象とその家族に応じた看護が展開
できる
３．老年期にある対象の健康の段階に応じ
た基本的看護技術が実践できる
４．人生のライフサイクルの最終ステージ
にある対象の人格や価値観を尊重する態度
を養う
５．保健・医療・福祉の連携と看護の役割
を知り、継続看護の必要性を理解できる

２
年
次

90 2 ○ ○ ○ ○ ○

○
小児看護学概
論

１．小児看護の目標と看護師の役割を理解
する
２．小児看護における倫理と子どもの権利
を理解する
３．小児の成長発達を理解する
４．小児の栄養を理解する
５．小児のフィジカルアセスメントを理解
する
６．小児を取り巻くさまざまな問題と社会
資源を理解する

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○
小児看護学方
法論Ⅰ

さまざまな健康レベルにある小児とその家
族に対する具体的援助の方法およびその技
術について学ぶ
１．健康を障害された小児と家族の看護に
ついて理解する
２．疾病の経過や症状に応じた看護につい
て理解する
３．外来受診や入院を必要とする小児と家
族の看護について理解する
４．小児看護に必要な看護技術について理
解する
５．小児の救急看護について理解する

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○ ○

○
小児看護学方
法論Ⅱ

１．子どもに特徴的な疾患の病態生理・治
療および看護について理解できる
２．さまざまな健康レベルにある子どもと
家族の健康の維持・促進・回復するための
看護実践に必要な知識を学ぶ

２
年
次
前
期

30 1 △ ○ ○ ○ ○

○
小児看護学実
習

１．小児の成長発達段階および家族の状況
を理解する
２．小児の健康障害の特徴を理解し、成長
発達段階と健康状態に応じた看護を理解す
る
３．小児看護に特有な基本的技術を実践す
る
４．子どもの安全を守るために必要な看護
を実践する
５．小児看護における保健・医療・福祉・
教育の連携について理解する
６．子どもを一人の人間として尊重するこ
とができる

２
年
次

90 2 ○ ○ ○ ○



○
母性看護学概
論

女性のライフサイクル各期における特性，
心理･社会的背景と母性保健活動の意義を理
解する
１．母性看護の意義と役割について説明す
ることができる
２．性の発達，性行動を理解し人間の性と
生殖について説明することができる
３． 母性看護の動向から今後の課題を説明
することができる
４． 女性をとりまく社会の現状から母性看
護の説明することができる

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ ○

○
母性看護学方
法論Ⅰ

１．新しい家族の誕生を望む女性とその家
族に対する、妊娠・分娩・産褥期の援助に
つい理解する
２．周産期の生理と異常に関する基礎的知
識を理解する

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ △ ○

○
母性看護学方
法論Ⅱ

１．新生児の生理的経過および看護につい
て理解する
２．正常分娩経過をたどる褥婦の事例展開
の方法を習得する

１
年
次
後
期

30 1 △ ○ ○ △ ○

○
母性看護学実
習

１．妊婦・産婦・褥婦の生理的な経過と必
要な看護が理解できる
２．新生児の生理的特徴が理解でき、胎外
生活に適応するための援助ができる
３．生命誕生の場面をとおして生命の尊さ
を考える
４．地域に暮らす母子とその家族に必要な
健康支援を理解することができる

２
年
次

90 2 ○ ○ ○ ○

○
精神看護学概
論

精神保健医療・看護の変遷と現状、今後の
課題を学ぶ
１．精神看護の目的を説明することができ
る
２．精神の健康の意義について理解する
３．精神看護の変遷と精神看護の役割につ
いて理解する。
４．精神看護の対象となる人について理解
する

１
年
次
前
期

30 1 ○ ○ △ ○

○
精神看護学方
法論Ⅰ

１．精神障害の原因、症状、診断と治療を
理解する
２．健康障害をもつ対象へ行われる診察・
検査・治療について理解し、看護の方法を
学ぶ

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○
精神看護学方
法論Ⅱ

１．精神障害をもつ対象の事例を用いて看
護過程の展開が理解できる
２．看護に必要な自己洞察について理解で
きる

１
年
次
後
期

30 1 △ ○ ○ ○



○
精神看護学実
習

１．妊婦・産婦・褥婦の生理的な経過と必
要な看護が理解できる
２．新生児の生理的特徴が理解でき、胎外
生活に適応するための援助ができる
３．生命誕生の場面をとおして生命の尊さ
を考える
４．地域に暮らす母子とその家族に必要な
健康支援を理解することができる

２
年
次

90 2 ○ ○ ○ ○

○ 在宅看護概論

１．在宅看護の特徴と対象について理解す
る
２．在宅看護の方法と必要な基礎的知識、
技術、態度を習得する
３．在宅で療養する対象の状態に応じた看
護方法理解する
４．在宅における保健・医療・福祉の連携
を知り、看護の果たす役割を理解する
５．ケアマネジメントと社会資源の活用方
法について理解する

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○

○
在宅看護論方
法論Ⅰ

１．在宅看護の方法と必要な基礎的知識、
技術、態度を習得する
２．在宅療養者の状態に応じた援助方法を
理解し、医療処置技術を習得する

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ △ ○ △ ○

○
在宅看護論方
法論Ⅱ

在宅看護における看護過程について理解す
る
１．在宅における看護過程の特徴を説明す
ることができる
２．健康状態や生活状態、介護状態から家
族の生活がイメージできる
３．障害児・者の持つ家族の問題と社会的
支援について考えることができる
４．社会資源の活用方法や関連職種との連
携の視点を説明することができる

１
年
次
後
期

30 1 △ ○ ○ △ ○

○
在宅看護論実
習

１．在宅看護の現状と看護の対象について
理解する
２．在宅看護の特徴を知り、対象とその家
族に応じた看護援助を理解することができ
る
３．在宅療養を支えるしくみと社会資源に
ついて理解できる
４．在宅ケアにおける保健・医療・福祉の
連携を知り、看護の役割が理解できる
５．対象の生活史や価値観を尊重し、信頼
関係を育むことにつながる態度、姿勢をと
ることができる

２
年
次
前
期

90 2 △ ○ ○ ○ ○ ○

○
医療安全と看
護管理

１．医療安全の基礎的知識を理解し、倫理
的判断にもとづいた安全な医療を提供する
ことの意義と援助技術を学ぶ
２．他職種との協働の中で、看護をマネジ
メントするための基礎的知識を学ぶ

１
年
次
後
期

30 1 ○ △ ○ △ ○



○
災害看護と国
際看護

１．災害時における看護活動の実際につい
て理解する
２．世界の人々の生命や健康を守るための
看護活動について考える

２
年
次

30 2 ○ ○ △

○
臨床看護の実
際

１．臨床看護の実践に近い状況下で複数の
患者への看護を通して、総合的な判断や対
応をする力を養う
２．複数患者の状態に応じた援助が実施で
きる

１
年
次
後
期

45 1 ○ △ ○

○ 看護研究

１．ケーススタディの意義を理解し、研究
的にまとめる学習の動機付けを意識できる
２．積極的にケーススタディに取り組むこ
とができる

１
年
次
後
期

30 1 ○ ○ ○ △ ○ ○

○ 統合実習

１．病棟における看護管理の実際を知り、
重要性について理解できる
２．チームアプローチを通して、リーダー
シップ・メンバーシップについて理解でき
る
３．複数患者への看護を通して適切な看護
マネジメントについて理解できる
４．夜間実習を通して患者の状況と業務に
ついて理解できる
５．多様な看護実践の場における看護の実
際を知り、専門職としての意識を高める

２
年
次
全
期

90 2 ○ △ ○ ○ ○

　　　52科目合計 2,190単位時間(68単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件：
①学則別表第２、第３に定める科目のすべてを履修し、卒業認定会議にて認定さ
れた者
②当該学年の出席すべき日数の三分の二以上を出席した者

履修方法：
講義・演習・実習・実技等にて履修

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 22週

（留意事項）
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